
   ２歳６か月児歯科健康診査事業実施要綱 

（総則） 

第１条 ２歳６か月児歯科健康診査事業（以下「事業」という。）の実施につ 

  いては、この要綱の定めるところによる。 

（対象者） 

第２条 事業の対象者は、市内に住所を有する、２歳６か月児とする。 

（実施機関） 

第３条 事業は、医療機関に委託して実施する。 

２   前 項 の 規 定 に よ り 委 託 を 受 け た 医 療 機 関 （ 以 下 「 委 託 医 療 機 関 」 と い 

  う。）が、委託契約の解除を希望するときは、解除を希望する日の30日前ま 

でに市長に申し出るものとする。 

（歯科健康診査の内容） 

第４条  歯科健康診査は、次に掲げる事項について行い、その結果に基づき適

切な歯科保健指導を行うものとする。 

 (１ ) 口腔内の状況 

 (２ ) 歯列及び咬合の状況 

（受診手続） 

第５条 市から２歳６か月児歯科健康診査受診券（別記様式。以下「受診券」

という。）の交付を受けた者は、委託医療機関に受診券及び母子健康手帳を

提出して受診するものとする。 

（歯科健康診査結果の記録） 

第６条 委託医療機関は、歯科健康診査を実施したときは、その結果を母子健 

  康手帳に記入するとともに、記録票を作成するものとする。 

（委託料等） 

第７条  市長は、委託医療機関が歯科健康診査を行ったときは、委託料を支払 

うものとする。 

２  委託医療機関は、毎月の歯科健康診査にかかる委託料を翌月の20日までに、 

  請求するものとし、請求書には前条の記録票を添付しなければならない。 

３  市長は、前項の規定に基づく適正な請求書を受理したときは、速やかに委  

  託料を支払うものとする。 

   附  則  

  この要綱は、昭和62年４月１日から施行する。 

 

 



      附  則  

 この要綱は、平成元年４月１日から施行する。 

      附  則  

 この要綱は、平成４年４月１日から施行する。 

      附  則  

 この要綱は、平成８年４月１日から施行する。 

      附  則  

 この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

      附  則  

 この要綱は、平成10年４月１日から施行する。 

      附  則  

 この要綱は、平成14年４月１日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、平成17年４月１日から施行する。 

   附  則  

この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

   附  則  

この要綱は、平成22年４月１日から施行する。 

  附  則  

この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

  附  則  

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

 



別記様式（第５条関係）  

 
   
 
       
 
 
     横須賀市  
 
 
                                    様方  

                                     保護者様  
受診期間を過ぎると、この券は使えません。  

 
お子さんの名前   

受診期間   

 

   

市内特別  

郵  便  

下記の医療機関で受診できます。必ず予約をして受診券と母子

健康手帳をご持参下さい。 

医療機関名   電話番号    所在地     医療機関名    電話番号     所在地   

 

   年度２歳６か月児  

歯科健康診査無料受診券  



（裏）  

 

 

 
医療機関名   電話番号    所在地     医療機関名    電話番号     所在地   

 


